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カテゴリー:募集 

 

みんなで地域をつくる協同労働ってなに？ 

～労働者協同組合法に関する県民説明会の参加者を募集します～ 

 

  

 令和４年１０月に労働者協同組合法が施行されるにあたり、埼玉県では労働者協同

組合法に関する県民説明会を開催します。皆様の御参加を心よりお待ちしております。 

 

●概要 

１ 日時・開催方法等 

 日  時：令和４年９月３日（土曜日）  １３：００～１６：００ 

     （個別相談会（会場参加者のみ） １６：００～１６：４５） 

 会  場：志木市民会館パルシティホール（志木市本町１丁目１１－５０ ） 

    ※ オンライン（ZOOM)でも視聴可能です。申込受付後、URLを送付します。 

  

       令和 4年 8月 19日 

産業労働部 多様な働き方推進課 
働き方改革・テレワーク推進担当 石川、小澤 

直通 048-830-4518 
内線 3962 

E-mail: a3960-09@pref.saitama.lg.jp 
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２ プログラム  

（１） 講演 「協同労働という働き方と労働者協同組合法の可能性」  

     講師：大高研道（明治大学政治経済学部教授） 

（２） 法律の概要説明 

（３） 法人設立（届出など）の方法 

（４） 埼玉県内および全国での「協同労働」の実践報告 

（５） 意見交換、質疑応答 

（６） 個別相談会（会場にて受付。先着１０名） 

 

３ 参加費  

  無料 

 

４ 申込期限  

 令和４年８月３１日（水）まで  

 

５ 申込方法 

 以下のどちらかでお申込みください 

 ・特設ホームページ内の申込フォームより申込み 

  https://bit.ly/3I2xng9  

   

 ・別添のチラシの申込書をファックス又はメールで申込み 

 

６ お問い合わせ 

 労働者協同組合法に関する県民説明会開催事務局 

（受託運営：（特非）ワーカーズコープ） 

 電話：048-844-0085 ＦＡＸ：048-844-0086 メール：saitama@roukyou.gr.jp 

 

 


